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境港市教育委員会（平成２９年８月１８日委員会会議録） 

 

招集年月日    平成２９年８月１８日  １５時３０分          

 

招集場所     市役所第一会議室                    

 

開  会     １５時３０分 教育長宣言                

 

出席委員     ① 松本 敏浩    ③ 酒井 伊津子           

         ⑤ 徳永 由樹    ⑥ 赤石 有平           

 

教育長から説明のため出席を求められた者                  

         教育委員会事務局参事  川 端   豊         

         教育委員会事務局長   藤 川 順 一         

学校教育課長      影 本   純         

         学校教育課長補佐    髙 濵 禎 彦         

         学校教育課長補佐    門 脇 克 美         

生涯学習課長      黒 崎   享         

         教育総務課長補佐    松 本 昭 児         

教育総務課係長     荒 岡 真 樹         

                                    

傍聴者数     なし                          

 

会議書記     教育総務課係長     荒 岡 真 樹         

 

提出議案     議案第 14 号 平成３０年度から使用する小学校教科用図書

の採択について                     

 

協議事項     平成３０年度当初予算編成に係る概算要求について     

 

報告事項     ７月の行事報告、８月の行事予定など            
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【１．開会】 

〇松本教育長    それでは、ただいまから８月の定例教育委員会を始めます。 

 

 

【２．前回議事録承認】 

 

 

【３・議事】 

※[非公開]議案第14号 平成３０年度から使用する小学校教科用図書の採択に 

ついて 

 原案のとおり可決 

 

 

【４．協議事項】 

〇松本教育長    平成３０年度当初予算編成に係る概算要求について説明を

お願いします。 

 

○教育総務課係長  来年３０年度当初予算編成に係るもので、概算要求という

ものがございます。これは総事業費が300万円以上の投資事

業、新規事業など、現時点で想定されるものを概算で要求し、

おおよその予算規模等を把握するためのものですが、教育委

員会事務局として、７月に一覧にありますような事業につい

て概算要求を行っております。 

 

○松本教育長    概算要求について質問がありませんか。 

 

○赤石委員     青少年育成センターが市民会館の解体に伴い移転となって

いますが、移転先は決まっていますか。 

 

○生涯学習課長   市役所から近くて、あまり人目につかない賃貸物件を想定

していますが、特定の場所は決まっていません。 

 

○松本教育長    境港市内全域から通学できるようにバス停の近い場所。人

目を大変気にしますので配慮をしなければなりません。市の

施設で条件に合えばいいのですが、無いので賃貸物件で対応
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できるように概算要求をしています。 

 

○赤石委員     小中学校の芝生管理は保護者が行うというような基本的な

方針が決まっているのですか。 

 

○教育員会事務局長 小学校７校と境一中のグラウンドが芝生化されていますが、

小学校では芝生管理委員会といった主にＰＴＡが協働で芝生

管理をしています。平日は仕事をされていますので土日に芝

刈をおこなっていますが、雨が降ったりすると作業ができま

せん。そうすると教職員が代わって芝刈をすることになり負

担がかかります。またシルバー人材センターと契約して仕事

を作るという意味合いもあります。ただし、シルバー人材セ

ンターも人が集まらないと委託ができません。８校分を委託

するとなると８月には週に１回は芝刈をしなければならない

ので何班か作って人手が必要になります。そのあたりも調整

しながら当初予算要求に向かいます。 

 

○酒井委員     中学校外国語指導業務委託事業は株式会社リンク・インタ

ラックからのＡＬＴを１名から２名に増やすということです

か。 

 

○学校教育課長   現在、株式会社リンク・インタラックから１名派遣しても

らっています。平成３１年度から２名に増員する予定でした

が小学校での英語の指導時間が増えることから、前倒しして

平成３０年度から増員するためのものです。平成３１年度以

降も増員していく方向で財政課と協議をしてＡＬＴの確保を

していきたいと思っています。 

 

○松本教育長    ほかに質問はありませんか。（なし）それでは、この概算

要求をもとに来年度の当初予算要求に向かっていきます。続

いて報告事項をお願いします。 

 

【５．報告事項】 

《学校教育課、生涯学習課 行事等報告》 

○学校教育課長   第３回の校区審議会で誠道小学校の今後のありかたについ
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て話し合いました。具体的な方法としては、近隣の小学校と

の統合、校区の再編成、小規模特認校制度です。小規模特認

校は、今ある校区を残したまま、小規模の学校にだけ市内か

らの転入学を認めるという制度です。鳥取市でもこの制度を

導入しています。こういった制度を紹介して話し合いました。

議論ではいろいろな意見がありましたが、校区の再編成につ

きましては、これが一番難しいのではという意見がありまし

た。特認校は、小中一貫教育やコミュニティ・スクールとい

う中学校区を核で考えているので、市内全体からの転入学と

いうのはいかがなものか、期間が限定となるのではないか、

というような意見がありました。第４回の校区審議会では議

論の内容を整理して、複数案を考えながら議論をまとめてい

くことになりそうです。詳細については報告します。 

 

〇松本教育長    ただいまの行事等の報告につきまして、何かご質問等あり

ませんか。 

 

○赤石委員     特認校制度通常のクラスでは授業を受けられないが小人数

クラスでは授業を受けられるという人を募るということです

か。 

 

○学校教育課長   そういう考え方もありますが、主にこの制度を使っている

のは、鳥取市などでは旧町村の小規模になった学校で学校の

特色を生かしながら、その学校の経営方針などに対して、そ

ういった学校で子どもを育てたいという希望で選択すること

ができる。市内全体からその学校を選んでいくことができる

ということです。通常の学校に行きにくいといったことだけ

ではなくて、自然体験などができる、地域のとのふれあいが

たくさんできるとか、そういう特色を生かしながら、そうい

う学校を選んで就学されるという制度が今は一般的である。

境港市とは条件は違いますが、小規模の良さで選べるという

制度を作ることができるということです。 

 

○赤石委員     誠道小の存続の可能性の一つとして、この特認校制度が活

用できないかと思いました。 
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○学校教育課長   他市では就学通知の中に特認校制度があることをお知らせ

して保護者の希望で申請をするようになっています。こうい

う制度があることは通知やホームページなどでお知らせをし

たり、実施する学校が募集のパンフレットを作ったりして周

知をしています。 

 

○松本教育長    小規模の学習集団を求めている人にとってはそういった制

度は生きてくるのですが、今、誠道小学校にいる子供たちが

大きい規模で学習をしたいといったときにどうするのかとい

う問題があります。子どもたちにとってどういう教育環境を

作ってあげることがいいのかということをしっかり議論しな

ければなりません。狭い答申にはならないと思います。今ま

での話のながれでは。具体的には教育委員会や、プロジェク

トチームで協議をして、総合教育会議で方向を最終的には決

めることになります。 

 

          県の教育委員会から４月に実施した全国学力・学習状況調

査の結果公表について一つ提案がありました。今まで県の教

育委員会としては鳥取県全体の集計については県の教育委員

会が分析を含めて県民に公表をしていました。市町村につい

ては各市町村独自で分析をして公表をすることになっていま

す。県議会で東部・中部・西部で学力を見たときに西部が連

続して低い値を出しているのになにか原因があるのではない

かという質問がありました。それを受けて県の教育委員会と

して東中西で集計して県民に公表するという案について市町

村はどう思うか、ということと合わせて市町村のデータを県

が公表することについてどうかという提案をしてきた。この

あたりについてご意見をお聞きしたい。私の考えとしては西

部でくくって結果を出して何の意味があるか、東中西の結果

を見て県が東中西に施策として対応できるのか、そういった

目的があって結果開示をするのであれば理解ができるが目的

がなく単にそれを公表するということの意味が理解できない。

という風に県には答えている。そういった提案があって今後

も県と話し合いをしなければならない。県としては市町村別
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のデータを出したいということもある。市町村によっては学

校が一つであったばあい学校のデータが出るということにな

る。さらにその学校が小規模であった場合、４、５人しか試

験を受けていなければ個人情報に近いものを公表することに

なる。そういったことを踏まえて県は東中西で分けてデータ

を公表することを考えているようです。皆さんはどう思いま

すか。 

 

○赤石委員     教育長がおっしゃったように理由、目的が納得できれば開

示することも必要かなと思いますが、漠然と単に開示します

というだけでは必要ないと思います。 

 

○松本教育長    今でも市町村は市町村なりのデータを作って公開をしてい

るので市町村に任せてもらえればいいのではないかと思いま

す。県は県で自分たちが持っているデータを活用して結果を

公表したいと考えている。 

 

○酒井委員     東中西で結果を出して施策を受けられるならありかなとは

思いますが、目的がないのであれば必要ないと思います。市

の教育委員会でも結果が公表されていますし、各学校でも保

護者に対して文書やホームページで公表しているので必要な

いと思います。 

 

○松本教育長    またこの問題で県の教育委員会との意見交換をしていきた

いと思います。以前、鳥取県は序列化は作らないということ

を前面に出してきたのが急に方向転換をされた。その理由も

議会で質問されたぐらいのことで目的が示されていないとい

うようなところで、４市としては、県がそういう風に方向を

変える意図は何か、序列化をあおるような方向に変える意図

は何か、そこの説明が不十分である、したがって現在の提案

に対しては、賛成できないという風に答えています。引き続

いて県も公表したいと思っていますので協議をしていきたい

と思っています。 

          そのほか質問等はありませんか。 
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○赤石委員     夏休み中で全国でも事件、事故等が起こっていますが境港

市はどうですか。 

 

○学校教育課長   境港市では事件、事故は起こっていません。 

 

○松本教育長    全国的には水の事故や火事で亡くなったりと心配なことが

起こっていますが、境港市では特に大きな事件・事故は起こ

っていません。 

 

【６．閉会】 

〇松本教育長    それでは議題は終了しました。本日の定例委員会は閉会と

いたします。ありがとうございました。 


